
整理年月日 備考

1 空総第 130 号 昭和 42. 3.13 昭和 42. 8. 1 制定

2 空制第 5 号 44. 1. 9 44. 4. 1

3 空制第 86 号 44. 5.15 44. 5.15

4 空制第 160 号 44. 9.12 44.10.16

5 空制第 227 号 44.12.26 45. 1.15

6 空制第 10 号 45. 2.15 45. 4. 1

7 空制第 58 号 45. 3.30 45. 4. 1

8 空制第 215 号 45.10.26 45.11. 1

9 空制第 189 号 46.10.26 46.11. 1

10 空制第 7 号 48. 1.18 48. 1.25

11 空制第 152 号 49. 9. 6 49.11. 1

12 空制第 136 号 50. 6.20 50. 7.15

13 空制第 296 号 50.10. 1 50.10.10

14 空制第 10 号 51. 1.28 51. 2.15

15 空制第 80 号 51. 4.23 51. 5.20

16 空制第 37 号 52. 2.26 52. 4. 1

17 空制第 238 号 53. 1.12 53. 3.30

18 空制第 109 号 53. 8. 8 53. 8.10

19 空制第 145 号 53. 8. 8 53. 8.10

20 空制第 171 号 53. 9. 5 53. 9. 7

21 空制第 193 号 53.11.29  53.12.15

22 空制第 223 号 53.12.22 54. 3. 1

23 空制第 204 号 54.11.24 54.12.10

24 空制第 5 号 55. 2.15 55. 4. 1

25 空制第 70 号 55. 7. 4 55. 9. 4

26 空制第 111 号 55.10. 7 55.11. 1

27 空制第 171 号 56. 1.16 56. 3. 1

28 空制第 12 号 58. 2.19 58. 4. 1

29 空制第 229 号 59. 1.18 59. 2.16

30 空制第 178 号 59.10.31 59.12.20

31 空制第 26 号 60. 3.13 60. 6. 1

32 空制第 52 号 60. 4. 4 60. 4. 6

33 空制第 401 号 60.11.12 60.11.21

34 空制第 449 号 60.12.16 61. 1.16

35 空制第 46 号 61. 3.24 61. 4.10

36 空制第 155 号 61. 5.20 61. 7.25

37 空制第 248 号 61. 7.22 61. 8.10

38 空制第 382 号 61. 9.18 61.10. 1

39 空制第 292 号 62. 8.12 62. 9. 1

40 空制第 403 号 62.10.20 62.10.25

41 空制第 437 号 62.11.10 62.11.19

42 空制第 7 号 63. 1.30 63. 2.11

43 空制第 75 号 63. 3.14 63. 4. 1

44 空制第 170 号 63. 6.15 63. 7. 1

45 空制第 172 号 63. 6.16 63. 8.25

46 空制第 234 号 63. 7.19 63. 7.20

47 空制第 381 号 63.12. 9 63.12.15

48 空制第 141 号 平成  1. 6.26 平成  1. 7. 7

改正番号 改正年月日 適用年月日



整理年月日 備考改正番号 改正年月日 適用年月日

49 空制第 348 号  1.12.26  2. 1. 1

50 空制第 1 号  2. 2. 1  2. 3. 1

51 空制第 363 号  3.10.31  3.11. 1

52 空制第 287 号  4.10.14  4.10.15

53 空制第 202 号  5. 6.22  5. 7. 1

54 空制第 245 号  5. 7.21  5. 8. 3

55 空制第 293 号  6. 7.15  6. 7.21

56 空制第 416 号  6.10.20  6.10.25

57 空制第 145 号  7. 5.25  7. 6. 1

58 空制第 412 号  7.12.27  8. 1. 4

59 空制第 93 号 10. 3.23 10. 4. 1

60 空制第 260 号 10. 7.24 10. 8.13

61 空制第 147 号 12. 3.31 12. 4. 1

62 国空制第 128 号 13. 3.13 13. 3.22

63 国空制第 479 号 13.11.19 13.11.19

64 国空制第 706 号 15. 3.17 15. 4. 1

65 国空制第 687 号 15. 3.19 15. 3.20

66 国空制第 412 号 15.10.20 15.10.30

67 国空制第 818 号 16. 3.17 16. 3.18

68 国空制第 538 号 16.11.26 16.12. 1

69 国空制第 731 号 16.12.22 17. 2.17

70 国空制第 834 号 17. 2.16 17. 4.14

71 国空制第 917 号 17. 3.24 17. 4.11

72 国空制第 360 号 17. 9.16 17.10. 1

73 国空保第 265 号 17. 9.20 17.10. 1

74 国空制第 368 号 17. 9.21 17. 9.30

75 国空制第 714 号 18. 2. 6 18. 2.16

76 国空制第 335 号 18. 9.21 18.10.26

77 国空制第 400 号 18.10.24 18.10.26

78 国空総第 1277 号 19. 1. 9 19. 1. 9

79 国空制第 3 号 19. 4. 9 19. 4. 9

80 国空制第 3 号 19. 4. 9 19. 4.12

81 国空制第 3 号 19. 4. 9 19. 5.10

82 国空制第 133 号 19. 8. 8 19. 8. 8

83 国空制第 133 号 19. 8. 8 19. 9.27

84 国空制第 605 号 20. 1.17 20. 1.17 

85 国空制第 710 号 20. 3.10 20. 3.13

86 国空制第 710 号 20. 3.10 20. 3.25

87 国空制第 139 号 20. 6.27 20. 8.28

88 国空制第 625 号 20.12.11 20.12.18

89 国空制第 709 号 21. 1.23 21. 1.23

90 国空制第 464 号 21.12.16 22. 1.14

91 国空制第 610 号 22. 1.13 22. 1.14

92 国空制第 128 号 22. 7. 8 22. 7.29

93 国空制第 298 号 22.10. 6 22.10.21

94 国空制第 550 号 23. 1.12 23. 1.13

95 国空制第 90 号 23. 5.17 23. 6. 2

96 国空制第 90 号 23. 5.17 23. 7. 1



整理年月日 備考改正番号 改正年月日 適用年月日

97 国空制第 162 号 23. 6.23 23. 8.25

98 国空制第 58 号 23. 9. 6 23. 9.22

99 国空制第 58 号 23. 9. 6 23.10. 1

100 国空制第 281 号 23.12.13 24. 1.12

101 国空制第 308 号 23.12.13 24. 1.12

102 国空制第 368 号 24. 1.18 24. 2. 1

103 国空制第 508 号 24. 3.29 24. 5. 3

104 国空制第 508 号 24. 3.29 24. 5.31

105 国空制第 234 号 24. 8.31 24. 9.20

106 国空制第 374 号 24.11.27 24.11.27

107 国空制第 89 号 25. 5.30 25. 6.27

108 国空制第 383 号 25.11.29 25.12.12

109 国空制第 349 号 26.10.31 26.11.13

110 国空制第 580 号 27. 3.16 27. 3.29

111 国空制第 580 号 27. 3.16 27. 4. 2

112 国空制第 194 号 27. 7.31 27. 8.20

113 国空制第 669 号 28. 3.23 28. 4. 1

114 国空制第 421 号 28.11. 7 28.11.10

115 国空制第 628 号 29. 3. 2 29. 3. 8

116 国空制第 143 号 29. 6.20 29. 6.22

117 国空制第 211 号 29. 8. 8 29. 8.17

118 国空制第 333 号 29.10. 5 29.10.12

119 国空制第 558 号 30. 2.16 30. 2.22

120 国空制第 629 号 30. 3.22 30. 3.29

121 国空制第 282 号 30. 9.18 30.10. 1

122 国空制第 283 号 30. 9.18 30.10.11

123国空交企第 432 号 31. 3.18 31. 4. 1

124 国空制第 492 号 令和  2. 1.31 令和  2. 2. 1

125 国空制第 236 号  2.10. 8  2.11. 5

126 国空制第 389 号  3. 1.25  3. 2.25

127 国空制第 480 号  3. 3. 8  3. 3.25

128 国空制第 231 号  3. 9.17  3.10. 1

129 国空制第 294 号  3.10.27  3.11. 4

130 国空制第 412 号  4. 1.27  4. 2.24

131 国空制第 144 号  4. 7.19  4. 8.11

132 国空制第 216 号  4. 9. 8  4.10. 6

133 国空制第 358 号  4.12.22  5. 1.26

134 国空制第 434 号  5. 2. 9  5. 3. 1 

135 国空制第 570 号  5. 3.30   5. 4. 1 

136 国空制第 61 号  5. 5.16   5. 6.15 

137 国空制第 186 号  5. 7.28  5. 9. 7 

138 国空制第 265 号  5. 9.28  5.11. 2 

139 国空制第 543 号  6. 3.13  6. 3.21 

140 国空制第 606 号  6. 3.29  6. 4.18 

141 国空制第 130 号  6. 6. 7  6. 6.13 

142 国空制第 279 号  6. 9. 6  6.10. 1 

143 国空制第 396 号  6.11.19  6.11.28 

144 国空制第 483 号  7. 1. 7  7. 1.23 



整理年月日 備考改正番号 改正年月日 適用年月日

145 国空制第 591 号  7. 3. 6  7. 3.20 

146 国空制第 48 号  7. 5.12  7. 5.12 

147 国空制第 244 号  7. 8. 5  7. 8. 7 

148 国空制第 351 号  7.11.20  7.12. 1 

149 国空制第 521 号  8. 3.12  8. 3.19

150 国空制第 75 号  8. 5.22  8. 5.22
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圏はできません。 

UNABLE TO ENTER CONTROL ZONE, FIELD IMC,(CEILING〔number〕FEET, 
VISIBILITY〔number〕METERS). 

【法第 95 条ただし書きの許可】 

(18)ａ 飛行場管制所は、VFR 機から管制圏内を飛行することについて法第 95条ただし書の許

可を求められた場合において、他の航空交通の状況を考慮し、次の(a)及び(b)の条件が満

たされるときは、当該飛行場の使用滑走路、地上視程、高度計規正値、交通情報及びその

他必要な事項を通報したのち許可することができる。ただし、当該飛行場の使用滑走路、

地上視程及び高度計規正値については、当該情報が ATIS 情報に含まれており、かつ、航

空機が当該 ATIS 情報を受信した旨通報した場合は、これらを省略することができる。 

(a) 当該 VFR 機が VMC を維持できる場合又は当該 VFR 機が VMC を維持できない場合

であって管制区管制所等から(Ⅱ)３(１)に掲げる特別有視界飛行方式による飛行の許

可を得ているとき。 

(b) 当該航空機の位置を確認でき、適切な交通情報を提供できること 

★管制圏通過を許可します。(その他の指示) 

CLEARED TO CROSS CONTROL ZONE. (other instructions) 
注 管制圏に係る飛行場以外の場所における離着陸時において無線による通信設定がで

きない旨航空機又は運航者から連絡があった場合は、飛行場管制所は通信設定できる

までの飛行の一部または全部について、あらかじめ書面または口頭により当該許可に

係る調整を行うものとする。 

ｂ 管制区管制所等は、その指示により、IFR 機に管制圏を通過させようとする場合は、当

該管制圏を管轄する飛行場管制所からあらかじめ書面又は口頭により、当該 IFR 機の管制

圏通過に係る許可を得ておくものとし、飛行場管制所は必要に応じ当該許可に条件を付す

ことができる。当該管制区管制所等が発出する管制承認又は管制指示には、当該飛行場管

制所が行うべき法第 95条ただし書の許可を含むものとする。 

【平行滑走路における同時運用】 

(19) 次の条件が満足される場合は、以下に掲げるところにより平行滑走路の同時運用を行うこ

とができる。 

(a) 飛行場の気象状態が VMC であること。 

(b) 関係航空機と対空通信が確保されており、適切な交通情報を提供できること。 

(c) 飛行場管制所又は航空機が、関係航空機を視認できること。 

ア 滑走路の中心線の間隔が 210メートル(700フィート)以上分離した平行滑走路の場合

は、交通情報を発出した後、同時に同方向の離陸、着陸又は離着陸を許可することがで

きる。 

★トラフィック、〔航空機型式〕〔位置又は状況〕、滑走路〔番号〕 

TRAFFIC,〔type of aircraft〕〔position or condition〕TO / FROM RUNWAY
〔number〕. 
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〔例〕Traffic, B767 departing from runway 32L. 
Traffic, B737 on two-mile final to runway 32R. 
Traffic, F15 on base for touch and go to runway 36L. 

イ 滑走路の中心線の間隔が 1,310メートル(4,300 フィート)以上分離した平行滑走路の

場合は、交通情報を発出した後、同時に反方向の離陸、着陸又は離着陸を許可すること

ができる。 

★トラフィック、〔航空機型式〕、〔位置又は状況〕、反方向平行滑走路〔番号〕 

TRAFFIC,〔type of aircraft〕,〔position or condition〕, OPPOSITE DIRECTION 
TO / FROM PARALLEL RUNWAY〔number〕. 

〔例〕Traffic, B767 departing opposite direction from parallel runway 18L. 
Traffic, F15 on base for low approach opposite direction to parallel runway 
36L. 

注 滑走路の反方向の使用に当たっては、１(６)に留意すること。 

【滑走路占有監視支援機能に関する措置】 

(20)ａ 注意喚起が発報した場合は、速やかに滑走路の交通状況等を確認の上、必要に応じて関

係航空機等に対し安全確保のための管制指示を発出するものとする。 

ｂ 滑走路占有警報が発報した場合は、警報の内容に従い、速やかに次のとおり措置するも

のとする。 

(a) 警報の内容が「GO AROUND」の場合は、対象となる到着機に復行を指示するもの

とする。この場合、(12)によらず、滑走路上での衝突の危険の回避を確認するまでの間、

以後の飛行方法について指示しないものとする。 

★復行してください。 

GO AROUND. 
(b) 警報の内容が「STOP IMMEDIATELY」の場合は、対象となる出発機に緊急停止を

指示するものとする。この場合、離陸許可は自動的に取り消される。 

★緊急停止、〔航空機無線呼出符号〕緊急停止。 

STOP IMMEDIATELY, 〔repeat aircraft identification〕STOP IMMEDIATELY. 
(c) 警報の内容が「RUNWAY INCURSION」の場合は、一方送信により、次の用語を使

用して、その旨の情報を提供するものとする。 

★滑走路〔番号〕ランウェイ・インカージョン、滑走路〔番号〕ランウェイ・インカ

ージョン。 

RUNWAY〔number〕 RUNWAY INCURSION, RUNWAY〔number〕RUNWAY 
INCURSION. 


